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 4 月 6 日、マレーシア投資開発庁(MIDA)は、昨年 10 月に発表した 2015 年度（2015 年 1-12 月）政府予算案に

盛り込まれた産業振興・促進に係わる税制優遇措置の詳細を発表した。今回発表された 4 分野（下記優遇税制

の概要参照）で外資系企業のみならず、国内の企業も対象に、企業の地方へ進出や地域の統括・管理本部の設

置などを奨励する。 
 

【優遇税制の概要】 

① 後発地域への促進 

適 用 要 件 内 容 

 農村振興や農村部の雇用創出に貢献する製造業ま

たはサービス業 

 新規進出企業および既存企業の投資拡大 

 特定の後発地域は指定しない。適応の可否は、MIDA

や各州政府当局と協議の上で個々に決める 

 申請期限は、2015 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日 

 法定所得の 100%が課税免除される。法人税免除期間

は最長 15 年（5+5+5）。 

または、資本支出の 100%について投資税額控除(IT

A)が得られる。投資期間は 10 年内 

 優遇措置は 5 年ごとに評価・延長され、主要業績指標

(KPI)目標を達成することが必要 

 ロイヤルティ、技術指導料、サービス料などに課する

源泉税が免除される 

 不動産、土地の譲渡やリース契約に対する印紙税の

課税免除 

 原材料、部品、機械および設備の輸入について輸入

関税免税が得られる 
 

② 工業団地の開発・運営 

適 用 要 件 内 容 

 国指定の工業地帯に立地 

 州政府の認可を取得する必要がある 

 運営・管理の対象は、道路や下水道の整備、街灯の

設置、産業廃棄物の収集・処分、ビルの修繕、警備サ

ービスなどが含まれる 

 年収の 70%が上記の適格事業から生じる所得 

 申請期限は、2015 年 1 月 1 日～2017 年 12 月 31 日 

 法定所得の 100%が課税免除される。法人税免除期

間は 5 年 

 

③ 労働集約型企業の自動化促進 

適 用 要 件 内 容 

 36 ヵ月以上操業している製造企業 

 自動機械は、生産活動に直接使用される 

 自動機械は、生産性向上の促進になる。例えば、工

数・手間削減、作業者の減少および生産量の増加 

 

 ゴム製品やプラスチック、木工品や家具、繊維産業な

どの労働集約型の製造業について 

 支出した設備投資に対して、最初の 400 万リンギ

まで二重（200%）の税務上の減価償却（キャピタル

アローワンス）を認める。 

 適用期間は、2015 賦課年度注 1～2017 賦課年度 

 それ以外の労働集約型の製造業について 

 最初の 200 万リンギまで二重（200%）の税務上の減

価償却（キャピタルアローワンス）を認める。 

 適用期間は、2015 賦課年度～2020 賦課年度 

注 1： 賦課年度は暦年と一致している。例えば、2015 賦課年度とは、2015 年 12 月 31 日に終了する暦年をいい、基準課税期間

は、その該当賦課年度に終了する会計年度である。例えば、2015 年 6 月 30 日が決算日である 2015 年の基準課税期間

は、2015 年 6 月 30 日に終了する会計年度である。 

（その 2 に続く） 


